
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
       ２　職員数は２６年４月１日現在の人数である。

(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

←別シートラスパイレスＧのデータ更新
←データの表示については、直接打替えて更新する

　　　　　　　　　　　　

1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

3 平成２４年及び平成２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値。

※　２６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、
　　③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

職員数

職員手当

給与費

26年度
人

邑南町の給与・定員管理等について

一人当たり給与費

（注）

区　 分

（参考）

千円 千円 千円 千円

　　　計　　　Ｂ 給与費  B/A (類似団体)期末・勤勉手当

一人当たり

　　　　　　Ｂ 　　　　　Ｂ／Ａ　　　 25年度の人件費率

　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

1,438,161 10.1

区　　分住民基本台帳人口

　　　　　　Ａ

180 689,788 126,485 243,689 1,059,962 5,889 5,459

千円 千円

実質収支

11.3
26年度

人　 　　　　　　　千円　　　　　千円 　　　　　千円

11,489 14,192,519

人 件 費 人 件 費 率
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（４）　給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し
　［　　実施　　　　未実施　　］

②地域手当の見直し
　　実施内容（　実施していない　）

③その他の見直し内容等

(５) 特記事項
 特別職については、平成27年3月31日まで、減額措置を行っている。
（平成１９年３月収入役は廃止）

教育長 5% 5.0%
三役以外の職員 なし なし

　なし

区　分 給料の減額率 給料月額を算定基礎とする諸手当（退職手当除く）へのはね返り
町　長 10% 10.0%
副町長 7.5% 7.5%

【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の
見直し等に取り組むとされている。
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２　一般行政職給料表の状況（平成２６年４月１日現在）
（単位：円）

（注）　給料月額は、人事院勧告に基づく給与改定を実施する前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　　　　②技能労務職

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

＜参考＞

※民間データは賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
　　（平成23年～25年の3ヵ年平均）

1. 「平均給料月額」とは平成２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
2.

3.

4 ｢類似団体｣とは人口と産業構造により、地方公共団体をグループ分けしたものである。
(2) 職員の初任給の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円

１．表中の大学卒(上級職)採用については、邑南町では採用していない。高卒程度(初級)採用における
　　短大卒者の初任給は161,600円である。
２．国家公務員における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

335,000 408,472

287,992 326,611

349,777

国

平均年齢

給料月額

最高号給の

給料月額
243,700

１号給の

２級

４３．５歳

島根県

422,600

平均給料月額

222,900

平均給与月額

400,600

平均給与月額
（国ベース）

５４．３歳 199,300円 1.49 4,729,056円 2,747,000円 1.73用務員

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与
月額（B）

A/B
年収ベース（試算値）の比較

公務員（C）

国 ５０．１歳 円 円－

区　　分

類似団体

民間（D）

283,900 296,013 286,725

民　間 参　考

４９．８歳類似団体 297,617

C/D

309,923

396,618

286,725296,013

432,790

283,900

383,373

334,974

289,089

邑南町 ４８．２歳

４２．６歳

職種

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等
の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

※年収べースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては
前年度に支給さ

用務員

４３．３歳邑南町

区　　分

385,009

平均給与月額（A）

342,948

※技能労務職の職種と民間の職種の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している
　 ものではない。

※平均給与（月額）は基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、超過労働給与額の合計である。

平均給与月額
(国ベース）

平均給料月額

円

172,200

※平均年齢、平均給与の数値は、全国の平均数値である。

「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

326,352

４４．３歳 338,098

円

364,575414,558

円

円 円－

国

140,100

国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特例法に
よる措置がないとした場合の値（減額前）である。

邑南町

278,865

平均年齢

５８．８歳島根県

うち用務員 ４８．２歳

― 円137,200

１級

307,800 354,700

（注）

高　校　卒

区 分

一般行政職
140,100

島根県

４級 ５級

388,300

３級

135,600 185,800 320,600

６級

261,900 289,200

172,200大　学　卒

高　校　卒技能労務職

171,890

139,847

(免許職)　152,325

(非免許職)146,435
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(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

４　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２６年４月１日現在）

（注）１　邑南町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

←別シート「構成比Ｇ」のデータ更新

（注） 平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

　 (2)昇給への勤務成績の反映状況

「邑南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」に基づいて、昇給を決定している。

主任主事

係長、主任

人

課長、所長、議会事務局長
支所長、会計管理者、主査

％

（注）平成１８年４月１日給料表の全面
改正により以下のとおり級を切替。

268,000

構成比

３級

％

室長、課長補佐、所長補佐
専門監、調整監 39

６　　級

５　　級

10.5

24.4

人

１級
２級

４級

6.3

４級

７級

％

１級

５級

６級８級

17

主事

標準的な職務内容

35.0

人

職員数

人

人

14

359,000

272,000

経 験 年 数 １ ５ 年

276,100

経 験 年 数 ２ ０ 年

―

２級

５級

8.8

旧給料表％ 新給料表

一般行政職
高　校　卒

大　学　卒

区　　　         分

区　　分

高　校　卒

10

４　　級

223,500

経 験 年 数 １ ０ 年

主任主事

２　　級

15.0

56

人 ％

24

―

％

６級

315,500

314,900

技能労務職

１　　級

３　　級

３級

１級, 8.8% １級, 8.1% １級, 5.1% 

２級, 6.3% ２級, 8.7% 

２級, 1.9% 

３級, 15.0% 
３級, 23.0% 

３級, 33.4% 

４級, 35.0% 

４級, 29.8% ４級, 25.0% 

５級, 24.4% ５級, 19.2% 
５級, 22.4% 

６級, 10.5% ６級, 11.2% ６級, 12.2% 
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５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

（25年度支給割合） （25年度支給割合） （25年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分(任期付) 月分

月分(再任用) 月分 月分(再任用) 月分 月分(再任用) 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算　5～10% 役職加算　5～20% 役職加算　5～20%

管理職加算　15～25％ 管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

「邑南町職員の給与に関する規則」に基づき支給している。

(2) 退職手当（26年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2～20%） 　定年前早期退職特例措置（2～45%）

千円 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

 (3) 地域手当（26年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

※２２年度の制度完成時

(注)　国の制度では、平成１８年度から支給率を段階的に引き上げ、平成２２年度で完成した。

 (4) 特殊勤務手当（26年4月1日現在）

千円

　円

　％

支給実績（25年度決算）

－

防疫等作業従事手当

1,4711,356

邑南町

島根県邑南町

１人当たり平均支給額（25年度）

52.44

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.35

１人当たり平均支給額（25年度）

国

１人当たり平均支給額（25年度）

千円

43.70

21.62 27.025

（1.45） （0.65）(1.25) （0.7）

3.0

2.6

（0.7）

1.35

支給実績（25年度決算）

支給対象者 支給率

25年度の主な支給対象職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度決算）

医師

支給対象地域

医師

（1.4）

1,019

国の制度(支給率)

22,696

52.440

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

11

169,480

手当の種類（手当数）

支給実績なし

災害等復旧手当

研究手当

徴税手当

診療手当

往診手当

1体当たり1,000円

月額100,000円

月額200,000円

月額40,000円

左記職員に対する支給単価

日額400円

1体当たり1,000円火葬業務手当

手当の名称

月額6,000円

日額400円

診療所に勤務する医師

水道及び下水道手当

災害発生時の応急復旧

診療に従事

千円

千円

職制上の段階、職務の級等による加算措置

１人当たり平均支給額　　　　

5,084

支給実績なし

日額400円

死体の火葬業務

死体処理手当

診療所に勤務する医師

水道、下水道担当職員

支給実績なし

支給実績なし

支給実績なし

診療所に勤務する医師

職制上の段階、職務の級等による加算措置

52.440

15

国の制度（支給率）

14.6

国

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

15

支給対象職員数

1

（注）H18.4/1制度改正により｢調整手
当｣を｢地域手当｣と改めた。1,019

－１人当たり平均支給額

支給率

0

21.62

43.70 52.440

36.570 30.82 36.570

支給実績なし 特に困難な土地の取得に係る交渉

日額400円

日額400円

27.025

30.82

千円

医療に関する研究調査

死体処理に従事

水道、下水道業務

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

52.44 52.440

2.62.4 1.3

－

１５％ １５％

用地交渉手当

往診及び訪問診療

感染症発生時の、防疫作業

主な支給対象業務

町税徴収事務税務担当職員

埋蔵文化財調査従事手当
高度な専門技術を有し、埋蔵文化財
調査に従事

5



 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（平成26年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

扶養手当

初任給調整手当

管理職手当
課長、議会事務局長、支所長
主査、診療所長　　定額　33,000円

医師　月額

支給実績（25年度決算）

配偶者　　　　　　　　 13,000円
配偶者以外の扶養親族    6,500円
配偶者のない場合の1人 11,000円
特定期間(満16歳年度初め～満22歳
年度末)の子の加算  5,000円

管理職員特別
勤務手当

宿日直手当

夜間勤務手当

休日勤務手当

住居手当

1,512 10,723

千円

勤務1時
間当たり
の給与額
の算出方
法が異な
る

1,778

175,202

59,261

千円

千円

203,101

－

異なる

4,931

千円

国の制度
と

異なる内
容

国の制度
との異同 平均支給年額

（25年度決算）

支給職員１人当たり
支給実績

（25年度決算）

同じ

支給額
時間外勤務時間数×勤務1時間当た
りの給与額×135/100

386,100

4,930,800

－同じ 25,591

7,722

千円

千円

国(俸給の
特別調整
額)は役職
に応じた
支給
8%～25%

6,132

51

勤務1時
間当たり
の給与額
の算出方
法が異な
る

－

異なる

異なる

借家・借間居住者
家賃23,000円以下の場合
　　　　　　　家賃-12,000円
家賃23,000円を超える場合
11,000円×(家賃－23,000円)÷2

同じ

交替制勤務者が午後10時から翌日
の午前5時までの間に勤務したときに
支給
支給額　時間外勤務時間数×勤務1
時間当たりの給与額×25/100

32,733支給実績（24年度決算）

398職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（24年度決算）

千円

－

職員が宿日直勤務を行う場合に支給

臨時又は緊急の必要その他公務の
運営の必要により週休日又は休日に
勤務した管理職員に支給
支給額（勤務1回につき）
3,200円

異なる

同じ

支給額、
支給対象
職員

内容及び支給単価

159

81,986

手　当　名

17,067
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６　特別職の報酬等の状況（平成26年4月1日現在）

円 円 ／ 円

円)

円 円 ／ 円

円)

円 円 ／ 円

円)

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

　（1期の手当額）

万円

万円

万円

(注）

1,500.00

764.40

527.16

326,000

(参考）類似団体における最高/最低額

-

教 育 長

副 町 長

703,000

304,000

171,000269,000

1　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

2　退職手当の｢1期の手当額｣は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48
月）務めた場合における退職手当の見込額である。

議 員 157,500

3.25

250,000

月分

-

199,000

(　　　　　　　　573,000

(　　　　　　　　750,000

353,500883,000

副 町 長

町 長

期
末
手
当

教 育 長

議 長

副 議 長

町 長

議 員

326,400

給 料 月 額 等

675,000町 長

副 町 長

退
職
手
当

637,000円×在職年数×300/100

573,000円×在職年数×230/100

750,000円×在職年数×500/100

(支給時期）

任期毎

(　　　　　　　　637,000

589,225

210,000

　　（25年度支給割合）

3.00

　　（25年度支給割合）

区 分

252,000

議 長

給
料

544,350

報
酬

教 育 長

副 議 長

任期毎

任期毎

　　（算定方式）

月分
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７　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（26年4月1日現在）

対前年
増減数

人

226

人

27

人

219

58

人

55歳 以上

計

59歳47歳 51歳

12
-9

28

人

56歳

[　　 0 　　]

-3

40歳 60歳

43歳39歳

0

教　育

0

7

36

20歳

27歳

人

228
合　　計

農林水産

平成26年

18
34

7

2

平成25年

22 0
-4

37

-7

20

2

職 員 数
主 な 増 減 理 由

27

23

151

担当職員の減

土　木

特別行
政部門

水道

3

退職による減公営
企業
等会
計部
門

病院

その他
下水道

議　会

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

一般
行政
部門

小　計

民　生
衛　生
労　働

税　務
総　務

商　工
担当職員の増

担当職員の増
158

15

12
49

22
0

23

0

0
3

0

担当職員の減

5
12

5

52歳

[　　 232 　　]

7

32歳

0

1

-1

～～

＜参考＞-9
人口１万人当たり職員数　　　　193.23人

9

人

未満

人

33

区　分

23歳

～

職員数

～

9 7 16

人

48歳

人人

20歳

人

3626

人

24歳

0

44歳

担当職員の減

31歳 35歳

1

219

～

28歳

[　　 232 　　]

36歳

～ ～～

-2

担当職員の増

07

～ ～

2

31小　計
16

0

3

6

9

12

15

18

2
0
歳
未
満
 

2
0
歳
～
2
3
歳
 

2
4
歳
～
2
7
歳
 

2
8
歳
～
3
1
歳
 

3
2
歳
～
3
5
歳
 

3
6
歳
～
3
9
歳
 

4
0
歳
～
4
3
歳
 

4
4
歳
～
4
7
歳
 

4
8
歳
～
5
1
歳
 

5
2
歳
～
5
5
歳
 

5
6
歳
～
5
9
歳
 

6
0
歳
以
上
 

％ 

H26.4.1現在 

H21.4.1現在 
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(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　①　平成１７年４月１日～平成２7年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）邑南町定員適正化計画における数値目標

②　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

始　期

31.5

終　期
数値目標

292 200

人

平成18年4月1日
職員数

平成27年4月1日
職員数

200名

純減率

％人

純減数

人

92

計画期間

「邑南町集中改革プラン」における定員管理の数値目標

平成18年4月1日 平成28年3月31日

（各年４月１日現在）

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成１８年～２６年 （参考）

計画前年 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 計 数値目標

減員 15 24 11 10 15 11 17 15 9 127

増員 5 0 4 6 10 6 0 11 6 48

差引 ▲ 10 ▲ 24 ▲ 7 ▲ 4 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 17 ▲ 4 ▲ 3 ▲ 79 ▲ 79

職員数 288 278 254 247 243 238 233 216 212 209 209

（注）１　計画期間は、平成１８年～２７年の１０年間である。

区分
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